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  今年も残すところ 2 カ月。早いですね！コロナやインフルエンザも流行ってますので、 

 健康に注意して乗り切りましょう。 

 内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

新築建物の登記のタイミング 
 建物建築の進捗状況と住宅ローン等の融資実行のタイミングは、

建築業者様や金融機関担当者様にとっては、非常に気を使うところ

だと思います。建物の完成から、融資実行までの登記の流れは、 

 建物完成 → ①建物の表題登記 → ②建物の保存登記や土地の住所変更登記 → 

③担保設定登記 →融資実行 

となります。ここで、①の登記と②③の登記は連件（同日に）で提出することは出来ませ

ん。 

 ①の登記が完了後に、②③の登記を提出することになります。 

 ①の登記は、申請した後、早くても数日、法務局の現地調査等により遅くなると１～２

週間かかることもあります。このようなことから、建物完成から融資実行までの期間が短

い場合、スケジュール管理が非常に難しくなります。 

 それでは、建物の工事はどの程度まで進めば、表題登記ができるのでしょうか？ 

 法務局の正式な回答は、「登記することのできる建物は、必ずしも完成した状態にある

建物であることを必要とせず床天井を具えていなくても、屋根及び周壁を有し土地に定着

した１個の建造物であってその目的とする使用に適当な構成部分を具備すれば足りる。」

としています。つまり、建造物がその目的とする用途に供し得る状態にまで工事が進み、

社会通念上も完成した建物と準じて取引されるような段階に達していれば、登記ができる

ということになります。しかし、この「社会通念」というのは、やっかいな概念です。 

 実際、どこまで工事が進めばいいのか？と思われるでしょう。 

 例としましては、居宅であれば、居住するに必要な、トイレや台所といった設備が入っ

た時点は一つの登記可能な目安となります。店舗であれば、営業の用に供され得る段階

か？といったところが目安となります。 

 建物完成の段階はどちらかと言いますと微妙な判断となりますので、ご注意下さい。  
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